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会 議 録 
会 議 の 名 称 第２回 枚方市立火葬場指定管理者選定委員会 

開 催 日 時 平成 29年９月 14日（木） 午後５時から午後５時 15分まで 

開 催 場 所 枚方市民会館 第１集会室 

出 席 者 

会 長：相模 太朗 委員 

副会長：服部 純子 委員 

委 員：江端 良二 委員、高橋 泰代 委員、渡辺 信久 委員 

欠 席 者 なし 

案  件  名 

(1)応募団体に対するプレゼンテーションの実施について 

(2)プレゼンテーションの実施方法について 

(3)その他  

提出された資料等の 

名 称 

資料 13 枚方市立火葬場指定管理者募集に係る質疑回答表 

資料 14 枚方市立火葬場申請団体一覧表 

資料 15 第３回枚方市立火葬場指定管理者選定委員会 

プレゼンテーションにいて 

参考資料１ 枚方市立火葬場 採点メモ 

参考資料２ 「資料６ 指定管理者選定基準」に係る補足説明資料 

決   定   事   項 
・申請団体（２団体）に対して、第３回の本委員会でプレゼンテーションを

実施することを決定 

会議の公開、非公開の別 

及 び 非 公 開 の 理 由 

非公開 

 

枚方市情報公開条例第６条第６号に規定する非公開情報が含まれる事項に 

ついて審議・調査等を行うため。 

会議録の公表、非公表

の別及び非公表の理由 
本委員会の答申後に公表 

傍 聴 者 の 数 － 

所管部署（事務局） 環境部 環境保全課       
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審  議  内  容 

 

（開会 午後５時） 

 

（会長） それでは、ただいまから、第２回枚方市立火葬場指定管理者選定委員会を開会しま

す。 

 まず、事務局から、委員の出席状況及び本日の進め方等について、説明をお願いします。 
（事務局） 本日の出席委員は５名で、委員全員のご出席をいただいております。よって、会

議として成立していることを報告させていただきます 

 次に、資料の確認をさせていただきます。 

 まず、本日の委員会の次第と、資料 13 として枚方市立火葬場指定管理者募集に係る質疑回

答表、資料 14として枚方市立火葬場申請団体一覧表、資料 15としてプレゼンテーションにつ

いてとなっております。また、Ａ４判ファイルに綴じた指定申請書一式の写しが、今回、申請

団体が２団体でございますので２冊ございます。 

 あわせて、プレゼンテーションの際にご活用いただけるよう、参考資料１といたしまして、

Ａ３判の資料になっておりますが、申請団体の提案内容の概略等を記載しました採点メモ、さ

らに、参考資料２といたしまして、前回お配りしたものと同じ資料ですが、資料６ 指定管理

者選定基準に係る補足説明資料を配付しております。 

 それから、前回の委員会の会議録案につきましても、別途、机に置かせていただいておりま

す。この会議録案につきましては、後ほどＥメールでも送付いたしますので、内容の方をご確

認いただき、修正等がございましたら、ご指示いただければと思います。 

 資料の不足等はございませんでしょうか。  
案件（１）応募団体に対するプレゼンテーションの実施について              
（会長） それでは、案件に移ります。 
 案件（１）「応募団体に対するプレゼンテーションの実施について」を議題とします。 
事務局から、まず、指定候補者の公募に際して実施された現地説明会や質疑応答、また、申

請団体及び基礎審査の状況について、説明をお願いします。 
（事務局） それでは、まず、現地説明会の開催状況並びに質疑の内容についてご報告させて

いただきます。 

まず、現地説明会の開催状況ですが、７月 20日の午後３時と午後４時の２回、開催いたし

ました。参加状況でございますが、４団体６名の参加がございました。 

 次に、質疑の内容についてご報告させていただきます。 

それでは、お手元にお配りしております資料 13枚方市立火葬場指定管理者募集に係る質疑

回答表をご覧いただけますでしょうか。７月 21日から７月 28日までの質疑期間中に提出され

ました 13件の質疑を取りまとめた資料となっております。 

 本日は時間の都合もございますので、すべての質問と回答についてご説明させていただくの

ではなく、主な質問を抜粋してご紹介させていただきまして、その他の質問については説明を

省略させていただきたいと考えております。 

資料１ページ目の№１をご覧いただけますでしょうか。質疑内容としまして「現指定管理者

が設置している任意の備品について開示願います。また、貴市に帰属する備品があればお示し

下さい。」とございまして、これに対し、「待合ロビーに設置のパーティション、キッズスペー

ス内クッション等、シュレッダー、脚立、無線機等です。市に帰属する任意の備品は、指定管

理期間終了時の協議事項となりますので、現時点では回答できません。」と回答しております。 

次に、№５をご覧ください。質疑内容としまして「貴市または現指定管理者がリースにて設
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置、使用している品目と数量及びリース契約金額を開示願います。」とございまして、これに

対し、「総合管理システムに関する機材一式、具体的には事務室ＰＣ２台、カラープリンター

２台、表示サーバ、案内表示モニター等については、市がリースにて調達して設置しています。

契約金額は５年間で 44,478,720円です。」と回答しております。 

 次に、資料２ページ、№７をご覧ください。質疑内容としまして「総合管理システム保守費

について平成 28年度の支出計上がありませんが、その理由をお示し下さい。」とございまして、

これに対し、「平成 27年度までは、市の保有する総合管理システム保守費を指定管理者の負担

としていましたが、平成 28年度にシステム更新を実施した際にシステムを賃借により調達し

たため、保守費及びシステム構築費を分割払いで市が負担しています。」と回答しております。 

 次に、資料４ページに移りまして、一番最後の№13をご覧ください。「表中に五徳の記載が

ございませんが、計上の必要がないのでしょうか。」という質疑に対しまして、「当施設では台

車方式を採用しているため、計上の必要はありません。」と回答しております。 

 以上で、主な質疑回答に関する報告とさせていただきます。 

次に、申請団体及び基礎審査の状況についてでございますが、これにつきましては、 

資料 14をご覧ください。 

 申請書の受付期間を８月２日水曜日から９月４日月曜日午後４時までとしていましたとこ

ろ、ひらかた斎宛管理グループ、また、五輪・日本管財グループの２団体から申請がありまし

た。いずれの団体につきましても、本市が求めた提出資料はすべて用意されておりまして、申

請書類一式を受理いたしました。 

 基礎審査につきましては、必要書類がすべて提出されているか、必要事項が記載されている

か等の点検を行いまして、不備がないことを確認しております。 

以上で、現地説明会、質疑回答、申請団体及び基礎審査の状況に係るご説明とさせていただ

きます。 

（会長） ただいまの説明に対して、委員の皆さんからご質問、ご意見等はございませんか。 

（意見なし）  
（会長） それでは、申請のありました２団体について、次回の委員会でプレゼンテーション

を行っていただくこととしたいと思いますが、ご異議ないでしょうか。 
（「異議なし」の声あり）  

（会長） ありがとうございます。異議なしと認めます。  
案件（2）プレゼンテーションの実施方法について                   
（会長）  それでは、次に移ります。 
 案件（２）「プレゼンテーションの実施方法について」を議題とします。 
 事務局から、説明をお願いします。 
（事務局） それでは、ご説明させていただきます。 
 お手元の資料 15 第３回枚方市立火葬場指定管理者選定委員会プレゼンテーションについて

をご覧ください。 

 まず、プレゼンテーションの日時ですが、10月５日木曜日、午後５時から、場所は、市役所

の別館４階、特別会議室でございます。 

 次に、プレゼンテーションの全体スケジュールについてでございますが、まず、プレゼン 

テーションに入ります前に、採点方法についてご確認いただきまして、その後、評価の観点や

考え方等、共有すべき認識事項などについてご協議いただいたうえで、申請団体のプレゼン 

テーションに入っていただいてはどうかと考えております。 
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 また、プレゼンテーションの時間でございますが、１団体につき、準備時間を除いて10分間、

また、プレゼンテーションの後に15分間程度の質疑時間を見込んでおります。さらに、申請団

体が退室された後に、事務局への質疑等を10分間程度予定しております。 

 また、申請団体は２団体ですので、事務局としては、当日の委員会全体で、約２時間程度と

考えております。 

 最後に、プレゼンテーションの順番ですけれども、お手元にお配りしております、先ほどご

説明しました資料 14 の申請団体一覧表に記載のとおり、申請書受付順とさせていただいては

どうかと考えております。以上でございます。 

（会長） ただいま事務局から説明がありましたが、委員の皆さん、いかがでしょうか。 
（Ｃ委員） 時間のスケジュールが分かりにくいのですが、約 35 分間という表現はあまりよ

くないと思います。時間がきたらすぐ止めるとしないと、不公平が生じる可能性があります。

何時から何時までがプレゼンの時間、何時から何時までが質疑の時間というように、厳格に決

めておいた方がよいのではないでしょうか。 
（事務局） 申請団体には、何時から 10 分間とご連絡させていただきます。この資料につき

ましては、質疑も含めて、全体としておおむね約 35 分間ということでございまして、内部資

料としての内容でございます。 
（Ｃ委員） 申請団体に対しては厳格な適用をお願いしたいと思います。 
（事務局） わかりました。 
（会長） 申請団体のプレゼンテーションについては、時間を計りますよね。質疑については、

委員の質疑がある限りは続けるということですか。 
（事務局） そうですね。 
（会長） ただ、無制限にというのはどうでしょうか。 
（事務局） 常識的な範囲内でということでお願いしたいと思います。 
（会長） わかりました。他に何か、ご質問、ご意見等はございますか。 

（意見等なし）  
（会長） それでは、ご異議なしということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり）  
（会長） ご異議なしと認めます。それでは、ご異議もないようですので、次回、第３回の委

員会で、事務局から説明のあったとおり、プレゼンテーションを行うこととします。  
案件（３）その他                                  
（会長） それでは、案件（３）その他について、事務局から何かありますか。 
（事務局） その他としまして、本日、お配りしております参考資料について、ご説明いたし

ます。 

 まず、参考資料１としてお配りしております採点メモ、Ａ３判の資料になりますけれども、

これは、申請団体から提出された申請書にも添付されております事業計画確認事項一覧をベー

スにした資料でございますが、この資料もご活用いただきながら、申請団体の事業計画書の内

容確認や、書面上の事前採点を行っていただくとともに、疑問点等についてメモ書きするなど

ご活用いただいて、次回のプレゼンテーションでの申請団体に対するご質問、ご確認に備えて

いただければと考えております。 

 また、申請団体の応募状況を含めまして、本委員会の審議内容につきましては、ご答申をい

ただいてから公表することとなっておりますので、誠に恐縮でございますが、こういった資料

につきましてはご留意いただければと存じますので、併せて、よろしくお願いいたします。 
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 続きまして、参考資料２としてお配りしております、資料６ 指定管理者選定基準に係る補

足説明資料でございますが、こちらにつきましては前回の委員会でご確認をいただきました資

料６選定基準について補足説明させていただく資料となります。 

 前回の委員会での説明と重複いたしますこともあり、資料内容のご説明につきましては、勝

手ながら、省略させていただきたいと思います。内容につきましては、ご参照いただければと

存じます。説明は以上となります。 

（会長） ただいま事務局から説明がありましたが、委員の皆さん、いかがでしょうか。よろ

しいですか。 
 それでは、事務局から、その他に何かありますか。 
（事務局） 次回の枚方市立火葬場指定管理者選定委員会のプレゼンテーションは、先ほども

お伝えしましたが、10月５日木曜日、午後５時から、市役所別館４階の特別会議室にて開催さ

せていただきますので、皆さんご出席のほど、よろしくお願いいたします。 

 また、本日お配りしております資料ですが、お荷物になるかとは存じますが、お持ち帰りい

ただくか、私ども事務局からご自宅等へ郵送させていただくことも可能でございます。 

 また、次回の委員会の際には、本日の資料が必要となりますので、ご持参いただくか、着払

伝票を用意しておりますので、事務局まで事前に届くようお願いしたいと思います。郵送をご

希望の方は、のちほど職員にお申し出いただければと思います。 

 以上でございます。 

（会長） ありがとうございます。以上で、本日の日程はすべて終了しました。 
 よって、第２回枚方市立火葬場指定管理者選定委員会を閉会します。 
 どうもお疲れさまでした。 
 

 

 

（閉会 午後５時 15分） 

 


